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■弥彦村役場から避難準備・高齢者等避難開始が発令されたとき

■弥彦村役場から避難指示（緊急）が発令されたとき

家の裏側の渓流や斜面に異常が見られたら急いでその場から離れてください。
家族との連絡や貴重品・重要物等の非常用持出品を用意して避難の準備をしてください。
村では避難所を開設しています。
避難に時間を要する要配慮者（お年寄りや障がい者など）の方は避難を開始してください。


